
　
令
和
２
年
10
月
17
日
付
け
で
市
は
、
市
立

病
院
に
お
い
て
不
当
に
臨
時
的
任
用
職
員
と

し
て
の
賃
金
お
よ
び
通
勤
手
当
の
支
払
い
を

　
本
市
の
元
副
市
長
が
市
立
病
院
に
勤
務

し
な
が
ら
土
地
区
画
整
理
組
合
の
業
務
を

行
い
、
双
方
か
ら
報
酬
を
受
け
て
い
た
兼

業
・
二
重
報
酬
受
け
取
り
の
問
題
に
つ
い

て
、
令
和
元
年
６
月
と
令
和
２
年
３
月
の

市
議
会
決
議
を
受
け
調
査
を
二
度
に
わ
た

り
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
た
び
、
前

回
調
査
な
ど
の
過
程
で
判
明
し
た
問
題
点

や
未
解
明
の
部
分
に
関
す
る
、
令
和
２
年

３
月
の
決
議
に
対
す
る
調
査
結
果
を
取
り

ま
と
め
ま
し
た
の
で
ご
報
告
い
た
し
ま

す
。

　
二
度
の
調
査
な
ど
に
よ
り
本
来
あ
る
べ

き
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の

意
識
・
機
能
の
欠
如
な
ど
、
市
政
全
般
に

共
通
す
る
課
題
、
市
政
運
営
の
緩
み
が
改

め
て
認
識
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
課
題
へ
の

対
応
策
と
し
て
、
組
織
運
営
を
内
部
・
外

部
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
す
る
仕
組
み
や
、
通
報

を
し
や
す
く
し
問
題
の
早
期
発
見
・
解
決

へ
と
つ
な
げ
る
内
部
通
報
制
度
な
ど
の
導

入
に
向
け
た
取
り
組
み
が
動
き
だ
し
た
と

こ
ろ
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
制
度
、

仕
組
み
を
導
入
し
た
だ
け
で
は
問
題
は

市
民
の
皆
さ
ま
へ
の
ご
報
告

解
決
さ
れ
ま
せ
ん
。
職
員
や
組
織
の
意

識
改
革
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が

両
輪
と
な
っ
て
初
め
て
機
能
す
る
も
の

だ
か
ら
で
す
。

　
職
員
に
問
題
意
識
が
な
け
れ
ば
チ
ェ
ッ

ク
は
形
ば
か
り
と
な
り
、
職
員
個
人
が
現

場
で
問
題
に
気
が
付
い
た
と
し
て
も
行
動

を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
改
善
さ
れ
ず
、
制
度

や
仕
組
み
が「
絵
に
描
い
た
餅
」と
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

　
二
度
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
起
こ
さ
ぬ

よ
う
再
発
防
止
策
を
確
実
に
実
施
し
て
い

く
と
と
も
に
、
市
議
会
決
議
を
受
け
て
実

施
し
た
調
査
な
ど
を
通
じ
見
え
て
き
た
課

題
に
対
し
、
全
力
で
そ
の
改
善
に
努
め
、

将
来
に
わ
た
り
市
民
の
命
を
守
り
、
市
民

生
活
を
支
え
て
い
く
基
盤
と
し
て
の
組
織

お
よ
び
職
員
の
意
識
改
革
に
、
私
が
先
頭

と
な
り
職
員
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で

い
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ま
か
ら
の
信
頼
を
回
復

し
、
そ
し
て
応
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
全
庁
を
あ
げ
て
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
。

日
野
市
長
　
大
坪
　
冬
彦

受
け
て
い
た
元
副
市
長
に
対
し
、
当
該
不

当
に
支
払
い
を
受
け
た
賃
金
３
千
336
万
６

千
727
円
お
よ
び
通
勤
手
当
額
191
万
１
千
412

円
、
合
わ
せ
て
３
千
527
万
８
千
139
円
の
返

還
な
ど
を
求
め
る
訴
え
の
提
起
を
東
京
地

方
裁
判
所
立
川
支
部
に
起
こ
し
ま
し
た
。

本
事
案
の
調
査
経
過
に
つ
い
て

「
日
野
市
元
副
市
長
の
日
野
市
立
病
院
と
川
辺
堀
之
内
土
地
区
画
整
理
組
合
の
兼
業
に
よ
る
二
重
報
酬

受
取
の
徹
底
解
明
及
び
日
野
市
立
病
院
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
原
因
究
明
を
求
め
る
決
議
」が
令
和
元
年

第
２
回
日
野
市
議
会
定
例
会
に
お
い
て
可
決
さ
れ
る
。

主
な
内
容
▼
元
副
市
長
の
兼
業
に
よ
る
二
重
報
酬
受
け
取
り
の
徹
底
究
明
…
元
副
市
長
が
、
市
立
病
院

の
院
長
相
談
役
と
し
て
臨
時
職
員
で
雇
用
さ
れ
な
が
ら
、
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
長
相
談
役
を
兼

務
し
、
双
方
か
ら
報
酬
を
得
て
い
た
。
地
方
公
務
員
法
に
抵
触
、
二
重
報
酬
の
疑
い
な
ど
の
徹
底
究
明

▼
市
立
病
院
で
長
期
に
わ
た
り
繰
り
返
さ
れ
た
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
事
案
の
原
因
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
へ
の
元

副
市
長
の
関
与
に
つ
い
て
の
究
明　
な
ど

令
和
２
年
第
１
回
日
野
市
議
会
定
例
会
に
お
い
て
市
議
会
決
議
に
対
す
る
調
査
結
果
を
報
告
す
る
。

主
な
内
容
▼
元
副
市
長
に
よ
る
市
立
病
院
と
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
の
二
重
報
酬
の
受
け
取
り
あ

り
。
兼
業
禁
止
の
地
方
公
務
員
法
に
違
反 

▼
元
副
市
長
へ
の
市
立
病
院
で
の
勤
務
管
理
の
不
適
切
な
実
態
、
雇
用
確
認
書
に
規
定
が
な
い
契
約
外

の
日
当（
６
万
円
）の
支
払
い
が
判
明 

▼
土
地
区
画
整
理
組
合
に
対
す
る
市
助
成
金
の
使
途
に
違
法
性
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
元
副
市
長
へ

の
高
額
な
報
酬
に
関
す
る
組
合
運
営
に
疑
念　
ほ
か

市
は
、
二
つ
の
第
三
者
委
員
会
を
設
置
し
、
右
記
市
議
会
決
議
に
対
す
る
調
査
を
実
施
。
そ
の
調
査
結

果
に
つ
い
て
、
令
和
２
年
２
月
に
第
三
者
委
員
会
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
。

「
第
三
者
委
員
会
報
告
に
お
け
る
未
解
明
の
徹
底
究
明
と
川
辺
堀
之
内
土
地
区
画
整
理
事
業
組
合
へ
の

市
助
成
金
交
付
の
妥
当
性
及
び
同
組
合
の
資
金
管
理
等
の
実
態
解
明
を
求
め
る
決
議
」が
令
和
２
年
第

１
回
日
野
市
議
会
定
例
会
に
お
い
て
可
決
さ
れ
る
。

右
記
市
議
会
決
議
を
受
け
て
、
未
解
明
部
分
な
ど
の
調
査
を
実
施

調査結果報告と
市の認識・対応について

令和2年3月の市議会決議（右ページ④）に対する調査結果全文は市内図書館または市HPか
ら閲覧できます。なお、主な内容と市の認識、再発防止策などは以下の通りです。

市議会決議に対する調査の概要
令和元年6月の市議会決議（右ページ①）に基
づく調査において未解明であった、（1）院長
相談役（元副市長）への日当6万円の支払い、

（2）市立病院での不適切な勤務業務管理の責
任所在について調査を進めた。

調査結果と市の認識
⑴元副市長への日当6万円の支払いについて
◦�交渉や決定までの経過を示す書類などが
見つからず、元副市長が保存していた信
ぴょう性に疑問があるメモしか残ってい
なかった。
◦�支給決定の経過が明確となる証言は得ら
れなかった。

市の認識
◦�支払い手続きの状況から権限ある者の
関与があったことは確かなことといえ
るが、日当6万円の決定過程の断定は困
難である。

⑵ 元副市長に対する勤務・業務管理監督責
任について
◦�元副市長という経歴などから絶対的な存
在感。病院長や病院事務長は、自分が管
理監督しなければならないといった認識
を持っていなかった。

市の認識
◦�特別職である病院経営専門監から臨時
職員である院長相談役に変更した際に
組織上や職務上の区分を明確にしな
かったことが主な要因の一つ
◦�市長、副市長、病院長、事務長などに
責任はあると認識

今回調査で判明した問題点
院長相談役への予算や人事に関する過度な
実態的権限の集中、意思決定手続きの不備

再発防止策（前回調査からの対応、再
発防止策含む）
◦�内部統制基本方針の策定（市立病院を含む
市役所全体を対象）
◦�内部統制の推進を中心とした、内部チェッ
クおよび外部チェックの仕組みづくり（各
部署における日常的なモニタリングと本
庁の管理部門によるチェック強化、外部
有識者で構成する第三者機関などによ
る、事務の適正化に関する定期的な外部
チェック）
◦�内部通報制度の導入（通報者保護、通報窓
口の外部設置）

市議会決議に対する調査の概要
（1）令和元年6月の市議会決議（右ページ①）に基づく調査における
未解明部分の調査、（2）川辺堀之内土地区画整理組合（以下、組合
という）の資金管理などの実態解明、（3）組合への市助成金交付の
妥当性について本市による独自調査と監督官庁である東京都と連
携した調査ならびに組合の自浄作用を促す観点から組合独自によ
る調査を進めた。

調査結果（調査・是正状況）と市の認識
調査・是正対応済の事項
日野市、東京都による調査  ⑴未解明部分の調査…❶理事、元理事長
相談役（元副市長）、事務局職員など（以下、役員などという）への
不適正な補償（報酬の税負担相当額を事業費で支出）があった❷上
記の不適正な補償に関し、確定申告の際に税の軽減措置を受ける
ための証明書が発行された❸事業費から役員などが会員の互助会
に毎月100万円を助成金として支出する不適正な会計処理があった
是正内容�❶役員など15名、総額6,174万円を令和2年6月2日に組合会
計に返納❷確定申告の更正に必要な書類を組合に再整理させ、理
事などが更正申告手続を実施。元理事長相談役および事務局職員
の手続きは継続中❸役員など17名、総額4,400万2,494円を令和2年6
月2日に組合会計に返納
調査・是正対応中の事項
日野市調査�⑴未解明部分の調査…❹定款や工事請負規程に基づかな
い工事契約行為（4社指名競争入札、特定2社受注など）に関しヒアリ
ング調査を実施⑶組合への市助成金交付の妥当性…❻本件に関連
する訴訟や市および組合の継続調査の推移を踏まえ最終的に判断
組合独自による調査 �⑵組合の資金管理などの実態解明…❺組合の資
金管理全般（役員などへの報酬など）について、公認会計士、弁護
士により会計調査を実施。調査結果をもとに組合は元理事長相談
役へ報酬1億8,324万6,575円の返還請求訴訟を提起

市の認識
◦�上記❶～❸は、不適正な事務処理および会計処理について是
正できたと認識
◦�上記❹、❺は、訴訟への影響を考慮し、現時点では調査情報
の公表を控える
◦�上記❻は、本件に関連する訴訟や市および組合の継続調査の
推移を踏まえ最終的に判断
◦�組合自らの是正の取り組みが進んでおり、引き続きその指導、
監督を行う
◦事業の再開・完了に向け支援する

再発防止策
⑴助成金について
◦組合事業は、助成金を見込まない自力の資金計画を前提に実施
◦�助成金を交付する場合は、組合会計把握のため詳細な資料提出
を求める
◦必要に応じ外部機関による監査の導入を検討
以上の案を盛り込んだ形で、助成要綱の改正を進める。
⑵事業の運営について
◦�組合運営に関わる建設コンサルタントの選定を競争入札とする
よう指導
◦�組合運営に、市の元職員が個人事業者および組合職員として関
与しないよう指導

市立病院関連 川辺堀之内土地区画整理組合関連

① 

令
和
元
年
６
月

③ 

令
和
２
年
２
月

② 

令
和
元
年
８
月
～
２
年
２
月

④ 
令
和
２
年
３
月

⑤ 

令
和
２
年
３
月
か
ら

日
野
市
議
会
決
議
に
対
す
る
調
査
結
果
報
告

問
政
策
法
務
課（
☎
514
・
８
１
４
２
）、
区
画
整
理
課（
☎
514
・
８
３
９
５
）

市
立
病
院
総
務
課（
☎
581
・
２
６
７
７
）

「
元
副
市
長
」に
対
し
訴
え
を
提
起

し
ま
し
た

1
0
1
5
6
9
6
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